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大阪証券取引所との現物市場の統合に伴う関連諸制度の整備について 

 

平成２５年１月３０日 

株式会社東京証券取引所 

 

Ⅰ 趣旨 

 本年１月１日の株式会社日本取引所グループの発足を受け、市場機能の集約及び売買システムの統一による速やかなシナジーの実現のため、同グループ

の子会社である株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）と株式会社大阪証券取引所（以下「大証」といいます。）では、本年７月１６日付で

大証の現物市場を東証の現物市場に統合いたします。 

上記の現物市場の統合にあたり、大証の市場第一部・第二部（以下「大証本則市場」といいます。）に上場している銘柄を東証の市場第一部・第二部

（以下「東証本則市場」といいます。）に上場するとともに、大証のＪＡＳＤＡＱに上場している銘柄を新設する東証のＪＡＳＤＡＱに上場するほか、現

在、大証に上場しているその他の現物商品を新たに東証市場でも取り扱うこととするなど、東証の上場制度、取引参加者制度及び売買制度等について所要

の整備を行います。 

 

Ⅱ  概要 

項 目 内   容 備   考 

１．上場制度   

（１）本則市場   

ａ．統合に伴う上場

銘柄の引継ぎ 

・本制度改正の実施日（以下「統合日」といいます。）の前日において東証

に上場していない大証本則市場の上場銘柄（以下「大証単独上場銘柄」

といいます。）は、統合日において東証本則市場に上場することとしま

す。 

・大証単独上場銘柄のうち、統合日前日に大証において市場第一部に指定

されていたものについては、統合日において東証の市場第一部銘柄に指

定します。 

・統合日前日に東証本則市場と大証本則市場の双方に上場している銘柄

（以下「統合時重複上場銘柄」といいます。）のうち、東証の市場第二部

・統合日における大証単独上場銘柄の上場手続き及び

統合時重複上場銘柄の上場市場区分の選択の手続き

については、経過措置において定めます。 

・大証単独上場銘柄は、統合日以後、大証における上

場日から東証本則市場に上場していたものとみなし

ます。 

※大証の「社会資本整備市場」に関する上場制度につ

いては、市場統合時には引き継がないものとし、今

後具体的な上場検討事例が生じた時点で、改めて制
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項 目 内   容 備   考 

銘柄であって、大証の市場第一部銘柄であるものについては、統合日に

おいて、東証の市場第一部又は市場第二部のいずれかを上場市場区分と

して、当該銘柄の発行者が選択するものとします。 

 

度整備の検討を行うものとします。 

 

ｂ．上場審査基準 ・東証の現行制度を踏襲します。 ・統合日前に大証本則市場への新規上場申請を行った

者については、東証本則市場に新規上場申請を行っ

たものとみなし、大証の株券上場審査基準に準ずる

基準に基づいて審査を行う旨を経過措置において定

めます。 

・提出書類の簡素化など上場審査手続きについて利便

性向上のための見直しを併せて行います。 

 

ｃ．上場廃止基準 ・東証の現行制度を踏襲します。 

 

・大証単独上場銘柄（平成２５年１月３１日以後統合

日以前に東証に上場廃止申請を行って上場廃止と

なったもの及び統合日の翌日以後に市場第一部銘柄

の指定を受けたものを除く。）については、統合日

から３年を経過するまでの間、大証の現行基準を適

用する旨を経過措置において定めます（詳細につい

ては別添１参照）。 

・大証単独上場銘柄のうち、統合日前日において、大

証が、株券上場廃止基準に係る猶予期間入りとして

いる銘柄又は監理銘柄（確認中）若しくは監理銘柄

（審査中）に指定している銘柄については、原則と

して、統合日において東証がその内容を引き継ぎま

す。 

・大証単独上場銘柄のうち、統合日前日において、大
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項 目 内   容 備   考 

証が、整理銘柄に指定しているものについては、整

理銘柄への指定に際して大証が定めた上場廃止日の

前日までの期間に限り、東証本則市場に上場するも

のとします。この場合において、東証は、当該銘柄

を統合日において整理銘柄に指定するものとしま

す。 

 

ｄ．市場第一部銘柄

指定基準・市場第

一部銘柄から市場

第二部銘柄への指

定替え基準 

 

・東証の現行制度を踏襲します。 ・統合日前に大証に対して市場第一部銘柄への指定申

請又は市場第二部への指定替え申請を行った者につ

いては、東証にこれらの申請を行ったものとみな

し、大証の市場第一部銘柄指定基準に準ずる基準に

基づいて審査を行う旨等を経過措置において定めま

す。 

・統合日前日において、大証が、指定替え基準に係る

猶予期間入りとしている銘柄については、統合日に

おいて東証がその内容を引き継ぎます。 

 

ｅ．上場関係料金 ・東証の現行制度を踏襲します。 

 

・大証単独上場銘柄（平成２５年１月３１日以後統合

日以前に東証に上場廃止申請を行って上場廃止と

なったもの及び統合日の翌日以後に市場第一部銘柄

の指定を受けたものを除く。）については、統合日

から３年を経過するまでの間、統合日の直前に適用

された年賦課金の額をもって年間上場料の額とする

など、相応の経過措置を設けます（詳細については

別添２参照）。 

・大証単独上場銘柄が新たに発行する株券（株式の転
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項 目 内   容 備   考 

換又は新株予約権の行使等により新たに発行される

株券を除きます。）のうち、統合日前に発行決議が

行われ、上場日が統合日以後となるものの上場手数

料については、大証の徴収標準に準じて課金する旨

を経過措置において定めます。 

 

（２）ＪＡＳＤＡＱ市

場 

・東証においてＪＡＳＤＡＱを新設します。 

・統合日前日において大証のＪＡＳＤＡＱに上場している銘柄（以下、「大

証ＪＡＳＤＡＱ銘柄」といいます。）は、統合日において東証のＪＡＳＤ

ＡＱ（以下「東証ＪＡＳＤＡＱ」といいます。）に上場することとしま

す。ただし、統合日前日において東証本則市場と大証のＪＡＳＤＡＱ、

又は東証のマザーズと大証のＪＡＳＤＡＱに重複して上場している銘柄

（以下「ＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄」といいます。）については、東証本

則市場若しくは東証ＪＡＳＤＡＱのいずれか一方、又は東証のマザーズ

若しくは東証ＪＡＳＤＡＱのいずれか一方を上場市場として、統合日に

おいて当該銘柄の発行者が選択するものとします。 

 

・東証ＪＡＳＤＡＱは、東証の開設する金融商品取引

市場における市場区分とします。統合後における東

証の市場区分は、本則市場のうちの市場第一部及び

市場第二部、マザーズ並びにＪＡＳＤＡＱの４区分

となります。 

・東証ＪＡＳＤＡＱは、多様な業態・成長段階の企業

に対し、より広範な上場と資金調達の途を開き、

もって幅広い産業の育成に資するとともに、投資者

に多様な投資対象を提供することを目的とします。 

・東証ＪＡＳＤＡＱには、内訳区分としてスタンダー

ド区分とグロース区分を設けることとします。大証

ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄で

あって、統合日において東証ＪＡＳＤＡＱを上場市

場として選択しなかったものを除きます。）のう

ち、統合日前日において、スタンダードに上場して

いるものについては東証ＪＡＳＤＡＱのスタンダー

ド区分に、グロースに上場しているものについては

東証ＪＡＳＤＡＱのグロース区分にそれぞれ上場す

るものとします。 

・統合日以後においては、東証本則市場と東証ＪＡＳ
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項 目 内   容 備   考 

ＤＡＱ及びマザーズと東証ＪＡＳＤＡＱとの間の重

複上場はできないこととします（市場区分の変更に

ついては、別に定める上場市場の変更の手続きによ

るものとします。）。 

・統合日における大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡＳＤＡ

Ｑ重複上場銘柄を除きます。）の上場手続き及び統

合日におけるＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄の上場市場

の選択の手続きについては、経過措置において定め

ます。 

・大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄

を除きます。）は、統合日以後、大証における上場

日から東証ＪＡＳＤＡＱに上場していたものとみな

します。 

・出資証券（特別の法律により設立された法人の発行

する出資証券をいいます。）のうち、大証ＪＡＳＤ

ＡＱ銘柄であるものについては、統合日において東

証ＪＡＳＤＡＱに上場するものとします。なお、出

資証券に関する取扱いについては、大証の現行制度

を踏襲します。 

 

ａ．上場審査基準・

上場廃止基準 

 

・原則として、大証の現行制度を踏襲します。 

 

・「浮動株式数」の定義については、「流通株式数」に

置き換えるものとします。 

・スタンダード区分からグロース区分又はグロース区

分からスタンダード区分への内訳区分の変更につい

ては、大証の現行制度を踏まえて新設するＪＡＳＤ

ＡＱ内訳区分変更審査基準によるものとします。 
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項 目 内   容 備   考 

・統合日前に大証のＪＡＳＤＡＱへの新規上場申請を

行った者については、東証ＪＡＳＤＡＱへの新規上

場申請を行ったものとみなして取り扱う旨を経過措

置において定めます。 

・大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄

であって、統合日において東証ＪＡＳＤＡＱを上場

市場として選択しなかったものを除きます。）のう

ち、 統合日前日において、大証が、ＪＡＳＤＡＱ

における有価証券上場規程に定める上場廃止基準に

係る猶予期間入りとしている銘柄又は監理銘柄（確

認中）若しくは監理銘柄（審査中）に指定している

銘柄については、原則として、 統合日において東

証がその内容を引き継ぎます。 

・大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄

であって、統合日において東証ＪＡＳＤＡＱを上場

市場として選択しなかったものを除きます。）のう

ち、統合日前日において、大証が、整理銘柄に指定

しているものについては、整理銘柄への指定に際し

て大証が定めた上場廃止日の前日までの期間に限

り、東証ＪＡＳＤＡＱに上場するものとします。こ

の場合において、東証は、当該銘柄を統合日におい

て整理銘柄に指定するものとします。 

※大証がＪＡＳＤＡＱにおける有価証券上場規程にお

いて規定する幹事取引参加者及び公認会計士等に協

力を求めることができる旨の規定は、東証における

現行の取扱いを踏襲し、統合後は引き継がないもの
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項 目 内   容 備   考 

とします。 

 

ｂ．上場関係料金 ・原則として、大証の現行制度を踏襲します。 

 

※東証ＪＡＳＤＡＱに上場する銘柄のＴＤｎｅｔ利用

料については、統合日から３年経過後を目途に見直

しの検討を行うものとします。 

 

（３）上場市場の変更 ・東証ＪＡＳＤＡＱから本則市場又はマザーズへの上場市場の変更、及び

本則市場又はマザーズから東証ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更の制度

を新設します。 

 

・上場市場の変更に際しては変更後の市場に係る上場

審査基準に準じて東証が定める基準に基づき審査を

行います。 

・上場市場の変更申請日の概ね３年前の日以後に上場

した銘柄であって、新規上場時から会社の事業内

容、内部管理体制等に大きな変更がない場合の上場

市場の変更審査においては、新規上場後の状況を中

心に確認します。 

・東証ＪＡＳＤＡＱから本則市場への上場市場の変更

の際に、上場市場の変更申請に係る株券等の市場第

一部への指定を申請する場合には、市場第二部銘柄

の市場第一部銘柄への指定に係る形式要件を適用し

ないものとします。 

・上場市場の変更審査料は次のとおりとします。 

①東証ＪＡＳＤＡＱから本則市場への変更 ４００

万円（外国株の場合は２００万円） 

②東証ＪＡＳＤＡＱからマザーズへの変更 ２００

万円（外国株の場合は１００万円） 

③本則市場又はマザーズから東証ＪＡＳＤＡＱへの

変更 １００万円 
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項 目 内   容 備   考 

・上場市場の変更が承認された場合に支払う上場市場

変更料は、次のとおりとします。 

①東証ＪＡＳＤＡＱから本則市場への変更 

 本則市場の新規上場料の額から６００万円を控除

した額 

②東証ＪＡＳＤＡＱからマザーズへの変更  

上場市場変更料は要しないものとします。  

③マザーズから東証ＪＡＳＤＡＱへの変更 

東証ＪＡＳＤＡＱの新規上場料の額から、マザー

ズへの上場時に支払った新規上場料等の額を控除

した額 

④本則市場から東証ＪＡＳＤＡＱへの変更 

上場市場変更料は要しないものとします。  

・大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄の発行者のうち、統合日前に

東証の本則市場又はマザーズへの新規上場申請を

行った者については、統合日以後、上場市場の変更

申請を行ったものとみなして取り扱う旨を経過措置

において定めます。 

 

（４）会社情報の適時

開示 

・東証の現行制度を踏襲します。 

・ただし、東証ＪＡＳＤＡＱのグロース区分の上場銘柄については、３か

年の経営計画（以下「中期経営計画」といいます。）の策定及び当該中期

経営計画に基づく投資者向け説明会の実施（投資者向け説明会の開催に

相当する活動の実施を含む。）を義務づけることとします。 

 

※大証における現行の取扱いを踏襲するものです。 

※大証が上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等に関する規則において定める「調査委員会の設

置」に関する規定及び「公認会計士等による事情説

明への協力義務」（契約期間中に退任する場合）に

関する規定については、東証における現行の取扱い
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項 目 内   容 備   考 

を踏襲し、統合後は引き継がないものとします。 

・大証単独上場銘柄及び大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡ

ＳＤＡＱ重複上場銘柄を除きます。）の発行者は、

統合日後 初に終了する事業年度に係る定時株主総

会の日後遅滞なく、社外役員の取引関係、相互就任

関係、寄付関係を記載したコーポレート・ガバナン

ス報告書を提出するものとします。 

 

（５）企業行動規範 ・東証の現行制度を踏襲します。 

・ただし、東証ＪＡＳＤＡＱのグロース区分の上場銘柄にあっては、次の

①～④について、上場日から１年を経過した日以後 初に終了する事業

年度（①にあっては、上場日以後 初に終了する事業年度）に係る定時

株主総会の日まで適用を免除します。 

①独立役員の確保 

②取締役会、監査役会又は委員会及び会計監査人の設置 

③監査証明を行う公認会計士等への会計監査人の選任 

④業務の適正を確保するために必要な体制の整備に係る決定 

 

 

※大証における現行の取扱いを踏襲するものです。 

 

（６）実効性確保措置 ・東証の現行制度を踏襲します。 

 

※東証ＪＡＳＤＡＱの上場銘柄に対しても上場契約違

約金制度が適用されることとなります。 

 

（７）優先株等、債券

及び転換社債型新株

予約権付社債券に関

する取扱い 

 

・東証の現行制度を踏襲します。 

・統合日前日において、大証に上場する優先株等、債券又は転換社債型新

株予約権付社債券のうち東証に上場していないものについては、統合日

において東証に上場するものとします。 
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（８）受益証券及び投

資証券その他新商品

に関する取扱い 

 ※大証の「カバードワラント」に関する上場制度につ

いては、統合後は引き継がないものとします。 

ａ．ＥＴＮ（外国指

標連動証券） 

・東証の現行制度を踏襲します。 

 

・上場規則上の名称を「ＥＴＮ」に一本化します。 

※大証の上場制度において定める有担保ＥＴＮについ

て財務基準等を非適用とする取扱いについては、市

場統合時には引き継がないものとし、今後具体的な

上場検討事例が生じた時点で、改めて制度整備の検

討を行うものとします。 

 

ｂ．ＥＴＦ ・東証の現行制度を踏襲します。 

・統合日前日において東証に上場していない大証ＥＴＦ市場の上場銘柄

（以下「大証単独上場ＥＴＦ銘柄」といいます。）は、統合日において東

証ＥＴＦ市場に上場することとします。 

※大証の上場制度において定めるＥＴＦ流動性向上プ

ログラムについては、統合後は引き継がないものと

します。 

・大証単独上場ＥＴＦ銘柄のうち、大証が、ＥＴＦに

関する有価証券上場規程の特例の施行規則の改正付

則において規定する「平成１９年３月１５日前にお

いて上場されているＥＴＦに係る追加上場時の上場

手数料及び年賦課金」の取扱いの適用を受けている

ものについては、統合日から３年を経過するまでの

間、統合日の直前に適用された年賦課金の額をもっ

て年間上場料の額とするなど、相応の経過措置を設

けます（詳細については別添３参照）。 

・大証単独上場ＥＴＦ銘柄は、統合日以後、大証にお

ける上場日から東証ＥＴＦ市場に上場していたもの

とみなします。 

・大証単独上場ＥＴＦ銘柄のうち、統合日前日におい
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項 目 内   容 備   考 

て、大証が、ＥＴＦに関する有価証券上場規程の特

例に定める上場廃止基準に係る猶予期間入りとして

いる銘柄又は監理銘柄（確認中）若しくは監理銘柄

（審査中）に指定している銘柄については、原則と

して、統合日において東証がその内容を引き継ぎま

す。 

・大証単独上場ＥＴＦ銘柄のうち、統合日前日におい

て、大証が、整理銘柄に指定しているものについて

は、整理銘柄への指定に際して大証が定めた上場廃

止日の前日までの期間に限り、東証ＥＴＦ市場に上

場するものとします。この場合において、東証は、

当該銘柄を統合日において整理銘柄に指定するもの

とします。 

 

ｃ．不動産投資信託

証券 

 

・東証の現行制度を踏襲します。 

 

 

ｄ．カントリーファ

ンド（外国投資証

券） 

・東証においてカントリーファンド市場を新設します。 

・統合日前日において大証のカントリーファンド市場に上場している銘柄

（以下「大証カントリーファンド市場上場銘柄」といいます。）は、統合

日において東証のカントリーファンド市場（以下「東証カントリーファ

ンド市場」といいます。）に上場することとします。 

・原則として、大証の現行制度を踏襲します。ただし、市場の信頼性・利

便性向上の観点から、次の見直しを行うこととします。 

① 予備申請制度を新たに設けることとします。 

② 不動産投資信託証券の上場制度と同様に、上場申請者に資産運用

・上場規則上の名称を「カントリーファンド」とし、

上場対象とする有価証券の定義を新設します。 

・大証カントリーファンド市場上場銘柄は、統合日以

後、大証における上場日から東証カントリーファン

ド市場に上場していたものとみなします。 
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項 目 内   容 備   考 

会社を加えるほか、資産運用会社に関する上場審査基準・適時開示

基準・上場廃止基準を新たに設けることとします。 

③ 新規上場、適時開示及び上場廃止に関して実質的な判断を伴う部

分についてのガイドラインを新設し、その作成、変更及び廃止に関

する業務を自主規制法人に対して委託することとします。 

 

ｅ．ベンチャーファ

ンド 

・東証においてベンチャーファンド市場を新設します。 

・統合日前日において大証のベンチャーファンド市場に上場している銘柄

（以下「大証ベンチャーファンド市場上場銘柄」といいます。）は、統合

日において東証のベンチャーファンド市場（以下「東証ベンチャーファ

ンド市場」といいます。）に上場することとします。 

・原則として、大証の現行制度を踏襲します。ただし、市場の信頼性・利

便性向上の観点から、次の見直しを行うこととします。 

① 予備申請制度を新たに設けることとします。 

② 新規上場、適時開示及び上場廃止に関して実質的な判断を伴う部

分についてのガイドラインを新設し、その作成、変更及び廃止に関

する業務を自主規制法人に対して委託することとします。 

 

・上場規則上の名称を「ベンチャーファンド」とし、

上場対象とする有価証券の定義を新設します。 

・大証ベンチャーファンド市場上場銘柄は、統合日以

後、大証における上場日から東証ベンチャーファン

ド市場に上場していたものとみなします。 

 

ｆ．新商品に関する

実効性確保措置 

・東証の現行制度を踏襲します。 ※東証カントリーファンド市場及び東証ベンチャー

ファンド市場の上場銘柄に対しても上場契約違約金

制度が適用されることとなります。 

 

ｇ．新商品に関する

上場規則の再構成 

・ＥＴＦに関する規則と、ＥＴＦ以外のファンドに関する規則について、

定義規定を設けて用語の整理を行うとともに、それぞれを一つの編とし

てまとめ、「第５編 ＥＴＦ」及び「第６編 ファンド」として再構成す

ることとします。 
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項 目 内   容 備   考 

２．取引参加者制度の

整備について 

  

（１）市場統合に際し

ての取引資格の取扱

い 

・東証の現行制度を踏襲します。 

・総合取引参加者は、東証ＪＡＳＤＡＱに上場する有価証券の売買も行う

ことができることとします。 

 

 

・統合日前日の時点で東証の総合取引資格を有しない、大証の現物取引参

加者又はジャスダック取引参加者（以下「旧大証現物参加者」という。）

に対して、当取引所の市場において、有価証券の売買を行うための取引

資格（以下「現物取引資格」という。）を統合日に付与します。 

 

 

 

・有価証券オプション取引を行う総合取引参加者及び有価証券オプション

取引参加者は、株式会社日本証券クリアリング機構における指数先物等

清算資格の取得又は指数先物等他社清算参加者との間で同機構の業務方

法書に規定する清算受託契約の締結をしなければならないものとしま

す。 

 

・取引参加権の譲渡、入会金、信認金・取引参加者

保証金及び各種届出事項等の取扱いは現行制度と

同様とします。 

※大証におけるＩＰＯ取引資格制度については、統

合後は引き継がないものとします。 

・現物取引資格は、旧大証現物参加者のみを対象に

新設する取引資格です。当該取引資格の付与に係

る入会金及び資格審査料は免除します。 

・当該取引資格の付与に当たっては、 旧大証現物参

加者の財務状況が東証の取引参加者規程第３５条

第２項各号の規定に該当しないことを条件としま

す。 

※同機構の有価証券オプション清算資格が指数先物

等清算資格に統合されることに伴う制度改正で

す。 

 

 

（２）取引参加料金 ・東証の現行制度を踏襲します。 

・ただし、東証ＪＡＳＤＡＱの立会取引に係る取引参加料金については、

大証のＪＡＳＤＡＱに係る取引参加料金制度を踏襲します。 
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項 目 内   容 備   考 

３．売買制度の整備に

ついて 

  

（１）売買制度 ・東証の現行制度を踏襲します。 

・ただし、東証ＪＡＳＤＡＱに上場する出資証券の配当落等の期日につい

ては、大証のＪＡＳＤＡＱの現行制度における取扱いを踏襲します。 

 

・立会外取引、自己株買付取引及び立会外分売等そ

の他の取引についても、東証の現行制度を踏襲し

ます（東証ＪＡＳＤＡＱの上場銘柄に係る立会外

分売の売付注文の 低数量については、市場第二

部銘柄及びマザーズ上場銘柄と同様とします）。 

・取引時間の取扱いについても、現行の東証の取引

時間の取扱いを踏襲します。 

※大証のＪＡＳＤＡＱのリクイディティ・プロバイ

ダー制度については、統合後は引き継がないもの

とします。 

・債券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社

債券の売買制度についても、東証の現行制度を踏

襲します。 

・東証カントリーファンド市場の売買制度について

は、東証の外国株券に係る取扱いと同様としま

す。 

・東証ベンチャーファンド市場の売買制度について

は、東証の不動産投資信託証券に係る取扱いと同

様とします。 

 

（２）信用取引・貸借

取引制度 

ａ．統合に伴う制度

信用銘柄・貸借銘

 

 

・大証単独上場銘柄又は大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡＳＤＡＱ重複上場銘

柄を除きます。）のうち、統合日前日に制度信用銘柄又は貸借銘柄である

 

 

・大証単独上場銘柄又は大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（Ｊ

ＡＳＤＡＱ重複上場銘柄を除きます。）のうち、統
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項 目 内   容 備   考 

柄の引継ぎ 

 

 

 

 

ものについては、統合日において、それぞれ東証の制度信用銘柄又は貸

借銘柄に選定します。 

・統合時重複上場銘柄又はＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄のうち、統合日前日

に大証においてのみ貸借銘柄に選定されている銘柄については、統合日

において東証の貸借銘柄に選定します。 

・新設される東証カントリーファンド市場及び東証ベンチャーファンド市

場の上場銘柄についても、制度信用取引・貸借取引の対象とします。 

 

合日前日において、貸借銘柄の選定取消しに係る

猶予期間内にある銘柄であり、当該猶予期間に

入った日の前日において、株主数又は浮動株式数

の基準に該当していたものについては、その内容

を引き継ぎます。 

・不動産投資信託証券に準じた選定基準を設けま

す。 

 

ｂ．制度信用銘柄の

選定及び選定取消

し基準 

 

・制度信用銘柄に係る選定基準を現行の大証の基準に準じた基準に変更

し、債務超過でない銘柄については、制度信用銘柄に選定することとし

ます。 

 

 

 

 

・制度信用銘柄のうち直近事業年度において債務超過になった銘柄は、選

定を取り消します。 

 

・直接新規上場銘柄は初値決定日の翌日に、それ以

外の新規上場銘柄は、上場日に制度信用銘柄に選

定します。 

・統合日の前日において東証に上場する非制度信用

銘柄のうち、直前事業年度の末日に債務超過でな

いものについては、統合日に制度信用銘柄に選定

します。 

・統合日以降に終了する事業年度の末日において、

債務超過となった銘柄から適用します。 

・債務超過であることが確認された後、猶予期間を

経ずに、速やかに取り消します。 

 

ｃ．貸借銘柄の選定

及び選定取消し基

準 

 

・現行の東証の基準を踏襲します。 

 

・上記ａ．により選定された貸借銘柄について、統

合日から１年を経過するまでの間に事業年度の末

日が到来した銘柄は、現行の大証の浮動株式数及

び株主数等の基準により、選定取消しの猶予期間

入りの確認を行います。 

・上記ｂ．により制度信用銘柄の選定を取り消され
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項 目 内   容 備   考 

た貸借銘柄については、貸借銘柄の選定を取り消

します。 

 

ｄ．指定証券金融会

社 

 

・指定証券金融会社について、１社を指定します。 

 

 

 

ｅ．規制措置等に係

るガイドライン 

 

・市場統合前の東証のガイドラインを踏襲します。 

・大証単独上場銘柄について統合日前日において、大証で行われている措

置については、統合日において東証が引き継ぎます。 

 

 

・ガイドラインにおける複数日連続して該当するこ

とが条件の基準については、統合日前日までの大

証での売買に遡って統合後のガイドラインによる

該当又は解除の判断を行います。 

 

ｆ．信用取引残高の

公表 

 

・大証単独上場銘柄については、統合日に東証に新規上場した銘柄として

取り扱います。 

 

・「信用取引現在高（一般信用取引・制度信用取引

別）」において、東証ＪＡＳＤＡＱ銘柄は市場第

二部に集計し、東証ＪＡＳＤＡＱ単独での信用取

引現在高の公表は行いません。 

・統合時重複上場銘柄又はＪＡＳＤＡＱ重複上場銘

柄の大証における信用取引残高は、統合日以降、

東証の信用取引残高として取り扱います。 

・三市場分として公表している数値については、統

合日以降、株式会社名古屋証券取引所との二市場

の数値を合算して公表します。 

 

４．売買システムの整

備について 

 

・現物市場に係る売買システムは、東証の売買システムを利用すること

とします。 

 

・立会取引については arrowhead を利用すること

とします。 

・立会外取引（単一銘柄取引、バスケット取引、
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項 目 内   容 備   考 

終値取引及び自己株式立会外買付取引）及び立

会外分売については ToSTNeT システムを利用す

ることとします。 

※株券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換

社債券の当日決済取引並びに債券の売買につい

ては、現行の東証と同様、売買システムによる

売買以外の売買とします。 

 

５．その他 

（１）先物・オプショ

ン取引口座設定約諾

書 

 

 

・大証上場の先物・オプション取引に係る清算機関を株式会社日本証券ク

リアリング機構に統合することを受けて、東証の先物・オプション取引

口座設定約諾書について、大証の同約諾書と統一化することとし、所要

の改正を行います。 

 

 

 

 

 

 

（２）その他 

 

・その他所要の改正を行うものとします。 

 
 

 

Ⅲ  実施時期（予定） 

・平成２５年７月１６日に実施します。 

 

以   上 



 - 1 -

本則市場の大証単独上場銘柄に対する上場廃止基準の適用に関する経過措置 

 

１．株主数、流通株式数、流通株式時価総額に係る上場廃止基準 

項 目 統合日から３年以内に終了する事業年度 

の末日において適用される基準 

統合日から３年経過後に終了する事業年度 

の末日において適用される基準1 

（１）株主数 ・１５０人未満である場合において、１年以内に１５０人以上に

ならないとき 

・４００人未満である場合において、１年以内に４００人以上に

ならないとき 

 

（２）流通株式数 ・１，０００単位未満である場合において、１年以内に１，００

０単位以上とならないとき 

・２，０００単位未満である場合において、１年以内に２，００

０単位以上とならないとき 

 

（３）流通株式時価総額 ・２億５，０００万円未満である場合において、１年以内に２億

５，０００万円以上とならないとき2 

・５億円未満である場合において、１年以内に５億円以上となら

ないとき 

 

 

２．売買高、時価総額、破産等に係る上場廃止基準 

項 目 統合日から３年経過以前に適用される基準 統合日から３年経過後に適用される基準 

（１）売買高  

・１２月末日以前１年間における月平均売買高が５単位未満であ

る場合（大阪証券取引所における売買高も含めて計算する。） 

・次の①又は②に該当する場合 

①毎年の１２月末日以前１年間における月平均売買高が１０単

位未満である場合3 

                             
1 ３月期決算会社の場合、平成２９年３月期から適用し、例えば、（１）の株主数に係る基準では、平成２９年３月期の株主数が４００人を下回る場合にお

いて、平成３０年３月期までに４００人以上にならないときに上場廃止となります。平成２８年３月期の株主数が１５０人を下回る場合において、平成２９

年３月期の株主数が１５０人以上４００人未満となった場合は、引き続き１年間の猶予期間に入ることとなります。（２）の流通株式数及び（３）の流通株

式時価総額の適用のタイミングについても同様です。 
2 大証における現行の取扱いを踏襲し、平成２５年１２月末までの間は、「２億５，０００万円」を「１億５，０００万円」に変更して適用します。 
3 平成２８年１２月末における審査から適用します。 

別添１ 
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項 目 統合日から３年経過以前に適用される基準 統合日から３年経過後に適用される基準 

②毎月の末日以前３か月間に売買が成立していない場合4 

（２）時価総額  

・５億円未満である場合において、９か月（事業計画の改善等を

記載した書面を提出しない場合は３か月）以内に５億円以上と

ならないとき5 

・次の①又は②に該当する場合6 

①１０億円未満である場合において、９か月（事業計画の改善

等を記載した書面を提出しない場合は３か月）以内に１０億

円以上とならないとき 

②上場株券等の数に２を乗じて得た数値未満である場合におい

て、３か月以内に当該数値以上とならないとき 

 

（３）破産手続、再生手

続又は更生手続 

・破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合又

はこれに準ずる状態になった場合。この場合において、再建計

画の開示を行った場合には、その翌日から起算して１か月間の

時価総額が５億円以上とならないとき 

・破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合又

はこれに準ずる状態になった場合。この場合において、再建計

画の開示を行った場合には、その翌日から起算して１か月間の

時価総額が１０億円以上とならないとき7 

 

 

以  上 

 

                             
4 平成２８年７月末における審査から適用します。 
5 大証における現行の取扱いを踏襲し、平成２５年１２月末までの間は、「５億円」を「３億円」に変更して適用します。 
6 平成２８年７月の時価総額の審査から適用します。 
7 統合日から３年経過した日以後に再建計画の開示を行った場合の審査から適用します。 
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本則市場の大証単独上場銘柄1の上場関係料金に関する経過措置 

 

項 目 大証における現行料金体系 東証における料金体系 
大証単独上場銘柄 

に係る経過措置 

年間上場料 

（年賦課金） 

・上場株式数に応じて算出した年賦

課金を課金 

・年賦課金とは別枠でＴＤｎｅｔ利

用料８９，２５０円（消費税相当

額を含む。）を課金 

・上場時価総額と市場区分に応じて次の表により算

出される金額にＴＤｎｅｔ利用料１２万円を加算

した金額を年間上場料とし、その半額ずつを２月

末日及び８月末日に課金 

 

上場時価総額 市場第一部 市場第二部 

50億円以下 

～250億円 

～500億円 

～2,500億円 

～5,000億円 

5,000億円超 

96万円 

168万円 

240万円 

312万円 

384万円 

456万円 

72万円 

144万円 

216万円 

288万円 

360万円 

432万円 

   

・平成２８年８月以前を支払期日とす

る年間上場料は、統合日の直前に大

証において適用された年賦課金の額
23に、ＴＤｎｅｔ利用料８５，００

０円（税抜）を加算した金額に据え

置きます。 

・平成２５年８月末日を納入期日とす

る年間上場料は、同年７月から９月

までの期間に対応するものとして月

割計算します。 

新株上場に係る料金

（上場手数料） 

・上場手数料として、発行総額の万

分の６（新株予約権の行使等によ

るものは万分の１）に相当する額

を課金 

・新株が上場される場合に、発行総額の万分の８に

相当する額を課金 

・統合日前に発行決議が行われ、上場

日が統合日以後となる新株券（株式

の転換又は新株予約権の行使等によ

り新たに発行される株券を除きま

                             
1 平成２５年１月３１日以後統合日以前に東証に上場廃止申請を行って上場廃止となった銘柄及び統合日の翌日以後に市場第一部銘柄の指定を受けた銘柄を

除きます。 
2私的整理等を実施したことに伴い、統合日の直前の年賦課金支払いを免除された会社については、本来適用されるはずであった年賦課金の額を適用します。

ただし、統合日において３年の免除期間が終了していない場合は、当該期間内は引き続き支払いを免除します。 
3上場継続年数が２０年以上の場合の年賦課金の割引措置を受けている会社については、当該割引後の年賦課金の額を適用します。 
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項 目 大証における現行料金体系 東証における料金体系 
大証単独上場銘柄 

に係る経過措置 

す。）の上場に係る料金について

は、現行の大証の上場手数料の体系

により課金します。 

 

上場株券の発行又は

処分に係る料金 

・なし ・上場株券（上場株券に転換される非上場株券を含

みます）の発行又は処分が行われた場合に、発行

総額の万分の１に相当する額を課金 

・統合日前に発行又は処分の決議が行

われた場合は、課金の対象外としま

す。 

新株予約権の発行に

係る料金 

・なし ・新株予約権の発行が行われた場合に、「新株予約

権の発行価格に新株予約権の総数を乗じて得た金

額と新株予約権の行使に係る払込金額に新株予約

権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の合計

金額」の万分の１に相当する額を課金 

・統合日前に発行決議が行われた新株

予約権については、課金の対象外と

します。 

売出しに係る料金 
・なし ・売出しが行われた場合に、売出金額の万分の１に

相当する額を課金 

・統合日前に売出しの決定が行われた

場合は、課金の対象外とします。 

合併等に係る料金 

・吸収合併等に際して発行する新株

式について、１株当たり資本組入

額を１株当たりの発行価格とみな

して、新たに上場する株式数を乗

じて得た金額の万分の６を上場手

数料として課金 

・吸収合併等が行われた場合に、「吸収合併等に際

して発行する株券等の数と交付する自己株式の株

券等の数との合計数に、当該吸収合併等の効力発

生日の売買立会における当該株券等の最終価格を

乗じて得た金額」の万分の２に相当する額を課金

・統合日前に吸収合併等の決議が行わ

れ、効力発生日が統合日以後となる

場合は、現行の大証の上場手数料の

体系により課金します。 

 

以  上 

 



大証単独上場ＥＴＦ銘柄の上場関係料金に関する経過措置 

 

 

項 目 大証における現行料金体系 東証における料金体系 経過措置 

年間上場料 

（年賦課金） 

・平均上場口数に応じて算出

した年賦課金を課金1 

・純資産総額の万分の０．７５に相当する額を課金 

・ただし、純資産総額が１兆円を超える場合は、純資

産総額から１兆円を減じて得た額の万分の０．５に

相当する額に７，５００万円を加算した額を課金 

・平成２８年８月以前を支払期日とする年

間上場料は、統合日の直前に大証におい

て適用された年賦課金の額に据え置きま

す。 

・平成２５年８月末日を納入期日とする年

間上場料は、同年７月から９月までの期

間に対応するものとして月割計算しま

す。 

追加上場料 

（追加上場時の上場

手数料） 

・受益権１売買単位につき

３０円 

・追加信託総額2の万分の０．７５に相当する額を課金 ・経過措置は行いません。（統合日より東証

における料金体系を適用します。） 

・平成２５年１２月末日を基準とする追加

上場料は、同年７月から１２月までの期

間に対応するものとして月割計算しま

す。 

 

以  上 

 

                             
1 平成１９年３月１５日前において上場されているＥＴＦが対象となっています。同日以後に上場したＥＴＦについては、東証における料金体系と同様の体

系により年賦課金を課金しています。 
2 毎年の１２月末日現在の純資産総額を基準とし、大証における新規上場日現在の純資産総額及び大証に新規上場した年から前年までの各年の１２月末日現

在の純資産総額のうち最大のものからの増加額を追加信託総額とみなして計算します。 
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